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令和６年９月 

食肉事業者のみなさまへ 
 
 
 
 
 
 

  
 

適性管理促進費交付申請の添付書類として「環境負荷低減のクロスコンプライアンス

チェックシ－ト」が追加になっています｡  （3､6､21ペ－ジ参照）       
 

１０月１日より上期促進費（令和６年５月１日から9月30日までの実施分）の交付申請の受付を開始します。 
 

◎ 受付期間  １０月１日（火）～ １０月１６日（水） 
◎ 申請書提出先 

 Ⅰ 牛せき柱適正管理促進費 ･･･････････ 交付事務委託団体へ（22～23ページ参照） 

 Ⅱ 畜産残さ有効利用促進費（豚分別促進費）24 ページ･･･(一社)日本畜産副産物協会へ 

Ⅲ 畜産残さ有効利用促進費（牛専門促進費）37 ページ･･･ 交付事務委託団体へ 

 
 
 

 

牛せき柱適正管理促進費（以下、｢適正管理促進費｣といいます｡）は、令和５年度までに実施した研修内

容を実践し、牛せき柱の適正管理をするとともに、責任者による日々のチェックを実施することで、牛せき

柱の適正管理に万全を期すための促進費です。 

上期(第１回)は令和６年5月1日から9月30日までに適正に処分された牛せき柱に対して促進費が

交付されます。 

 
  

適正管理促進費の交付対象となる食肉事業者（以下、｢適正管理促進費対象者｣といいます｡）は、 

①  化製業者等との間において、牛せき柱分別契約を締結した上で、 

②  牛せき柱を適正管理（除去、保管、処理（収集、運搬及び処分をいう）。以下同じ｡）し、 

③  令和５年度に実施した牛せき柱適正管理等推進事業の適正管理促進費対象者で、 

④  牛せき柱の適正管理の確認や作業者に対する指導・監督等をする責任者（以下、｢確認責任者｣と

いいます｡）を配置し、その適正管理状況を記録している者です。 

なお、③で令和５年度適正管理促進費対象者でなかった申請者は、令和６年12月末日まで（上期分

の申請は９月末日まで）に、一般社団法人日本畜産副産物協会（以下「副産物協会」といいます｡）が定

めた研修要領*1)に従って、研修を実施していなければなりません。 
 

  

 

上期（５月１日から９月３０日までの分）の申請を行う適正管理促進費対象者は、以下により交付申請書を作

成し、１０月１日（火）から１０月１６日（水）までの期間に、事業場の所在する都道府県の交付事務委託団体

(２2、２3ページ参照)へ提出します。 

なお、下期の申請時に上期分を合わせて申請することもできますが、下期の交付申請受付期間は、令和７年

４月１日から４月１０日と短期間のため、上期分はなるべく今回に申請をお願いします。 

 
 
 
 交付申請書は43ページ｢畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業）牛せき柱適正

管理促進費交付申請書｣*2)をご利用ください。 

畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業） 

令和６年度上期 

促進費の交付申請書の提出について 

 Ⅰ 牛せき柱適正管理促進費  牛枝肉１頭当たり１５０円  

■ 交付申請書の提出について 

■ 交付申請書の様式について 

■ 交付申請できる食肉事業者 
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１ 牛せき柱分別契約を締結した日（履行日） 

 牛せき柱分別契約書に記載された年月日を記入します。複数の契約書がある場合には、最初に締結

した契約書の日付とします。履行日の記載がない場合は締結日を記入してください。 

２ 令和５年度適正管理促進費対象者かどうか 
 「対象者」、または「対象者でない」のどちらかに○印を付けてください。 

３ 分割票の枚数 
 枝肉確認票を分割票数に換算した数で、牛せき柱管理ファイルの｢分割票の枚数｣の合計（枚）を記

入します。 

４ 牛せき柱適正管理促進費の額 
 3の｢分割票の枚数｣の合計枚数に25円を乗じて得られた値を記入します。 

５ 牛せき柱の重量 
 牛せき柱管理ファイルの「牛せき柱の重量」合計と分割票１枚当たりの牛せき柱の平均重量を記入

します。1 枚当たりの重量が2.0kg 以下（小数点第2 位以下切り捨て）であった場合は、別に理由

書（様式自由）を添付してください。 

６ 振込先金融機関名等 
 適正管理促進費交付に当たって振込先の申請者金融機関名等を正確に記入します。金融機関名、支

店名、口座名義にはフリガナを付けてください。 
 

 

（１）牛せき柱分別契約書（写）  
 複数の契約書がある場合には最初に締結した契約書の写しを添付します。(7～10ページ例参照） 

※ 牛せき柱分別契約書とは、実施要領第3の3の（1）のアの（ア）に基き、牛せき柱の受渡しに

ついて記載されたもので、牛せき柱分別を謳っていない産業廃棄物処理委託契約書、牛豚畜産残

さ分別計量の契約書は該当しません。 

※ ただし、牛せき柱を牛せき柱分別契約書を締結した化製業者等とは別の処理業者に排出してい

る場合には、マニフェストの処分業者との整合性が明確になるよう｢当該契約書｣と｢牛せき柱分

別契約書｣の両方を提出してください。 
 

（２）牛せき柱管理ファイル  
令和６年５月１日から９月３０日まで、｢牛せき柱を処分した日｣*3)ごとに整理記入された牛せき柱

管理ファイルを添付します。（11ページ例参照） 
 

（３）牛せき柱適正管理チェックリスト 

 令和６年５月１日から９月３０日までの期間に、確認責任者が適正管理状況をチェックした申請対

象期間の牛せき柱適正管理チェックリスト（正本）を添付します。（12ページ例参照） 

※チェックリストの項目１～３は牛せき柱の除去、項目４～６は牛せき柱の出荷、項目７～８は記帳

管理に関連する確認事項です。 

（４）行動規範等  
 適正管理促進費対象者が所属する団体の行動規範を遵守することを誓約した文書を含みます。 

平成１８年度～令和５年度事業で提出し、申請時までに内容に変更がなければ、それを利用すること

ができます。（14、15ページ例参照） 

 なお、申請者が令和５年度に適正管理促進費の交付対象者でなかった場合、行動規範等は適正管理

研修の実施以前に作成します。 

（５）枝肉確認票、分割票整理台帳 

 枝肉確認票（16ページ例参照）は｢発行者記入欄｣と｢買受人記入欄｣*4)が記入されていること

を確認し、｢食肉事業者記入欄｣の内容は（２）の牛せき柱管理ファイルと照合し、整合性を取っ

て記入していることを確認します。 

■ 交付申請書の記入方法 (5、6ページ記入例参照) 

■ 交付申請書に添付する書類 
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分割票整理台帳（17ページ例参照）はバラの分割票を「牛せき柱を処分した日」ごとに整理

し、貼付します。分割票整理台帳の｢食肉事業者記入欄｣も牛せき柱管理ファイルと照合し、整合

性を取って記入していることを確認します。 

分割票（控）は切り離し、適正管理促進費の交付を受けるまで申請者が保管します。 

（６）牛せき柱を適正処理したことを証する書類 
  牛せき柱を分離し適正に処理していることを証する次の ① または ② を添付します。 

 4ページの｢牛せき柱を分離し適正に処理していることを証する書面｣を参照してください。 

① 牛せき柱を産業廃棄物として処理した場合、次の ㋐ または ㋑ を添付。 

㋐ 紙マニフェスト等で処理を管理している場合、次のどちらかを添付。 

（ⅰ）マニフェスト（Ｄ票）の写し（18ページ例参照） 

（ⅱ）自己焼却する場合は、牛せき柱焼却報告書正本（要領別添４）および焼却設備設置状況報

告書正本（要領別添４の別紙）。 

㋑ 電子マニフェストシステム*5)で処理を管理している場合、次のいずれか１つを添付。 

（ⅰ）電子マニフェストシステムから印刷した受渡確認票（19ページ例参照） 

（ⅱ）電子マニフェストシステムから印刷した照会結果一覧表（20ページ例参照） 

（ⅲ）（公財）日本産業廃棄物処理振興センター作成のマニフェスト情報の磁気媒体*6)。 

② 牛せき柱を一般廃棄物として処分した場合、次の ㋐ または ㋑ を添付。 

㋐市町村、市町村から委託された業者、または一般廃棄物処理の許可業者が発行した領収書（写）。

ただし、牛せき柱を処分した日ごとの牛せき柱の重量が記載または添付されていること。 
 
㋑領収書が発行されない場合は、市町村、市町村から委託された業者、または一般廃棄物処理の許

可業者が発行した焼却証明書（正本）。ただし、牛せき柱を処分した日ごとの牛せき柱の重量が

記載、または添付されていること。 

（７）適正管理研修実施報告書 

令和５年度適正管理促進費対象者でない申請者は、令和６年１２月末日まで（上期分の申請者は９

月末日まで）に実施した適正管理研修の報告書を添付します。なお、令和５年度適正管理促進費対象

者は不要です。 

（8）環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシ－ト 

事業実施に当たり「申請時（します）」の欄にチェックし、上期交付申請時（通期申請者は下期交

付申請時）に提出します（21ページ例参照）。記入については下記の解説書をご参照ください。 

https://www.maff.go. jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midor i/attach/pdf/kurokon -28.pdf 

なお、令和６年度は試行期間のため、提出は申請時のみとし事業実施後の報告は不要です。 

 

 

 適正管理促進費申請書は提出先の交付事務委託団体で検証・確認し、副産物協会へ報告されます。協会は

その報告に基づき、適正を確認したうえで申請者に適正管理促進費を交付いたします。 

適正管理促進費は牛専門促進費、もしくは豚分別促進費が申請されていれば合算して振込みますので、

内訳は申請者がそれぞれ申請書のコピーを取り、保管のうえ交付日に確認してください。 

 
*１） 研修要領については副産物協会ホームページに記載しています。 

*２）交付申請に必要な各種様式（用紙）は副産物協会のホームページからもご利用いただけます。また、本事業および上期申請について

も説明していますのでご覧ください。 

→ ht tps : //www. j lba .or . jp/sek ichu / 

*３）｢牛せき柱を処分した日｣とは、紙マニフェストでは｢交付年月日｣、電子マニフェストシステムでは｢引渡し日｣に相当します。 

*４）枝肉確認票の｢買受人欄｣は牛枝肉が卸売市場をとおってセリにより落札した場合に買受人が記入します。セリ以外の取引では空欄と

なっています。 

*５）電子マニフェストシステムは公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センターJWNET が管理しています。操作、印刷等に関しては、

JWNET（電話0800-800-9023(ﾌﾘ-ｱｸｾｽ)、03-5275-7023）にお問合せください。 

*６）磁気媒体は事前に交付事務委託団体と相談の上で添付してください。 

＜注  意＞  

■ 適正管理促進費の交付について 

New! 

https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/midori/attach/pdf/kurokon-28.pdf


注1)

①

注2)

注3)

注4)

②

注10）

注5)

注6)

注7)

領収書が発行されない場合 

注8)

注9)

注10)

※ 要領とは「畜産副産物適正処分等推進事業(牛せき柱適正管理等推進事業）実施要領」を指します。

副産物協会ホームページ（https://www.jlba.or.jp/sekichu/）で確認してください。

牛せき柱を分離し適正に処理していることを証する書面

廃棄物処理
法上の区分

処分の内訳 添 付 す る 資 料

牛せき柱管理ファイルの牛せき柱を処分した日ごとに添付
します。

※要領第3の4の(1)のエの(カ)のａに該当

産業廃棄物 マニフェスト（D票）の写し、または、
電子マニフェストシステム管理情報

電子マニフェストシステム(JWNET)を利用して牛せき柱の
処分を管理している場合はJWNETより提供される受渡確認
票または照会結果一覧表を添付します。

※要領第3の4の(1)のエの(カ)のｂに該当

牛せき柱焼却報告書（正本）

化製処理
または焼却

自己焼却

牛せき柱を分離した者自身が所有する施設において処分(焼
却)する場合は廃棄物処理法施行令第６条第１項第２号イの
産業廃棄物の処分の基準に従って行う必要があります。

産業廃棄物の焼却設備は廃棄物処理法施行規則第１条の７
に規定されています。要領別添４の別紙の焼却設備設置状
況報告書でこの規定に適合していることを報告する必要が
あります。

※　ドラム缶焼却炉は対象となりません。

※要領第3の4の(1)のエの(カ)のｃに該当

事業系
一般廃棄物 手数料の領収書（写）

焼　却
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牛せき柱を処分した日ごとの牛せき柱の重量が記載、また
は添付されたもの。

　平成16年7月28日の環境省令により、一般廃棄物処理基準に従い一般廃棄物となった牛せき柱のみの収集ま
たは運搬を業として行う場合に限り、一般廃棄物収集運搬業の許可が不要になりました。
　なお、この場合にあっても、一般廃棄物となった牛せき柱の処分（焼却）については、市町村、市町村から
委託された業者、または一般廃棄物処分業の許可業者において行う必要があります。

市町村、市町村から委託された業者、または一般廃棄物処
理業の許可業者が発行したもの。

牛せき柱を処分した日ごとの牛せき柱の重量が記載、また
は添付されたもの。

有料ごみ処理券等については牛せき柱の適正処理に関する
第３者の確認書又は写真等が添付されたもの。

※要領第3の4の(1)のエの(カ)のｃに該当

焼却証明書（正本）

市町村、市町村から委託された業者、または一般廃棄物処
理業の許可業者が発行したもの。
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■適正管理促進費交付申請書の記入例 

 

令和６年１０月１日 

 

  

令和６年度畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業） 

牛せき柱適正管理促進費交付申請書 

 

一般社団法人  日本畜産副産物協会 

会  長    德  田  昌  彦   殿 

 

住 所  東京都千代田区霞が関１－２－１ 

     農林食肉センター株式会社霞ヶ関工場 

氏 名   農 林 太 郎        

 

畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業）について、下記

のとおり実施したので、牛せき柱適正管理促進費 ９６ ,５５０ 円を交付されたく、

畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業）実施要領第

３の４の（１）のエの規定に基づき、関係書類を添えて申請します。  

 

記 

 

１ 牛せき柱分別契約を締結した日（履行日） 

平成１７年２月１０日（平成１７年３月１５日） 

 

２ 令和５年度牛せき柱適正管理促進費交付対象者かどうか  

対象者   対象者でない 

 

３ 分割票の枚数             ３ ,８６２ 枚 

 

４ 牛せき柱適正管理促進費の額            

分割票 ３ ,８６２枚×２５円 /枚          ９６ ,５５０ 円 

 

５ 牛せき柱の重量            １１ ,０８４ kg 

  （分割票１枚当たりの牛せき柱の重量 ２ .８kg ） 

 

６ 振込先 
フ リ ガ ナ
金融機関名： 

ニクマル
肉 丸 銀 行   

フリガナ
支店名：  

カスミガセキ
霞 ヶ 関 支 店 

    口座種類：  普通・当座・(   )   口座番号：０１４２９２９ 

    
フ リ ガ ナ
口座名義：    

ノウリンシヨクニクセンター（カ
農林食肉センター株式会社  

事業所の所在地 

事業所名 
代表者名 を記載 

申請金額を記

入します。 

牛せき柱管理ファイル

の「分割票の枚数の

計」を記入します。  

 

口座名義人名

は正しく記入 

変更になっています。 
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７ 添付書類 

（１）牛せき柱分別契約書の写し       １ 部 

（２）牛せき柱管理ファイル（５月１日～９月３０日分）    ５ 枚 

（３）牛せき柱適正管理チェックリスト（正本）     ５ 枚 

（４）行動規範等                    １ 部 

（５）枝肉確認票          ６１７ 枚 

      分割票整理台帳（分割票 １６０ 枚分)    ６５ 枚 

（６）牛せき柱を適正処理したことを証する書類 

  電子マニフェスト受渡確認票         ７２ 枚 

       (適正処理を証する書面) 
  
（７）適正管理研修実施報告書        ０ 部 

      (５年度牛せき柱適正管理促進費交付対象者を除く) 

（８）環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシ－ト １ 部 

  

 

2ページ目 

分割票整理台

帳のページ枚

数 

バラの分割票を

合計した数 

マニフェストD票、電子マニ

フェスト受渡確認票、また

は照会結果一覧表等を明記 

「申請時（します）」欄に  

チェックする 

New! 
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■添付書類（1） 牛せき柱分別契約書の写し 

1.牛せき柱を取り扱っている食肉事業者等が全ての牛せき柱を廃棄する場合の契約例 

 

原料用残さの引渡し・引受けに関する契約書 
 
 農林食肉センター株式会社霞ヶ関工場（以下「甲」という。）と農水化製株式会社（以

下「乙」という。）は、事業活動に伴い発生する畜産残さの引渡し・引受けに関し、以下

の事項を確認する。 
 
１ 乙は、従来からの取引関係を尊重し、牛のせき柱を除く畜産残さ（以下「原料用残

さ」という。）を飼料又は肥料の原料として引き受けること。 
 
２ 甲は原料用残さを乙（乙の委託により畜産残さの運搬を行う者を含む。）に引き渡す

に当たって、以下の事項を遵守すること。 

（１）事業所における食肉処理に関する事項 

①食肉の処理を行うに当たって、牛のせき柱と原料用残さを分別すること。 

②原料用残さは、専用の容器に入れ、牛のせき柱が混入しないよう保管すること。 

③牛のせき柱の脱骨を、決められた場所で行い、牛のせき柱を投入できる位置に、牛

のせき柱が入っている旨が表示された専用の容器を常設すること。 
④事業所ごとに原料用残さに牛のせき柱が混入しないための作業マニュアルを備え付

けること。 

（２）原料用残さの出荷に関する事項 

①原料用残さを出荷するごとに牛のせき柱が混入していないことを確認すること。ま

た、出荷に係る原料用残さの数量等を記載した「原料供給管理票」を、原料用残さ

を運搬する者に持たせること。出荷に際して原料用残さを入れる容器は、せき柱を

入れる容器と共用しないこと。 

②牛のせき柱が原料用残さと混載されて運搬される場合（甲自らが原料用残さを運搬

するときを含む）には、牛のせき柱を、専用の気密容器を用い、当該容器に牛のせ

き柱が入っている旨を明示し、原料用残さを入れた容器との混同を防止すること。 

（３）確認責任者の設置 

   （１）及び（２）に掲げる事項を定期的に確認する「確認責任者」を決め、実施状況

の確認及び記録を行うこと。 
 
３ 甲は、乙による２の実施状況の確認を受け入れること。また、農林水産省又は独立行

政法人農林水産消費安全技術センターが必要と認めるときは、その職員の同行を認める

こと。 

４ 本契約は、平成１７年４月１日より平成１８年３月３１日までとする。ただし、本契

約満了の３カ月前までに、甲乙は乙から別段の意思表示がないときは、本契約を更に１

年間延長するものとし、以後はこの例によること。 

５ 本契約に関して疑義が生じた場合は、甲乙協議の上解決するものとする。 
 

平成１７年３月２０日 

（甲）住 所 東京都千代田区霞が関１－２－１  

業者名 農林食肉センター株式会社霞ヶ関工場 

氏 名 農林 太郎 
             

（乙）住 所 東京都八王子市○○町２－１ 

業者名 農水化製株式会社 

氏 名 油脂 利活 

写 

農  

油  
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２. 牛せき柱を取り扱っている食肉事業者等が牛せき柱を飼料用油脂原料又は肥料用肉

骨粉等原料に供給する場合の契約例 
 
 

原料用残さの引渡し・引受けに関する契約書 
 
 農林食肉センター株式会社霞ヶ関工場（以下「甲」という。）と農水化製株式会社（以

下「乙」という。） は、事業活動に伴い発生する畜産残さの引渡し・引受けに関し、以

下の事項を確認する。 
 
１ 乙は、従来からの取引関係を尊重し、牛（月齢が３０月以下の牛を除く。）のせき柱

及びと畜場法（昭和 28 年法律第 114 号）第 14 条の検査を経ていない牛（以下「せき柱

等」という。）を除く畜産残さ（以下「原料用残さ」という。）を飼料用油脂の原料と

して引き受けること。 
 
２ 甲は原料用残さを乙（乙の委託により畜産残さの運搬を行う者を含む。）に引き渡す

に当たって、以下の事項を遵守すること。 
（１）事業所における食肉処理に関する事項 

①食肉の処理を行うに当たって、せき柱等と原料用残さを分別すること。 

 ④の月齢の分別管理を行わない３０月齢以下の牛に由来するせき柱は、原料用残さ

としないこと。 

②原料用残さは、専用の容器に入れ、牛のせき柱等が混入しないよう保管すること。 

③牛のせき柱の脱骨を、決められた場所で行い、牛のせき柱を投入できる位置に、牛

のせき柱が入っている旨が表示された専用の容器を常設すること。 

④３０月齢以下の牛に由来するせき柱を原料用残さとして取り扱う場合は、以下のア

からエまでの手順により、それ以外のせき柱との分別管理を行うこと。 

ア ３０月齢以下の牛に由来するせき柱は専用の場所で脱骨し、それ以外のせき柱

の脱骨を行う場所と明確に区分すること。 

イ アにより難い場合は、３０月齢以下の牛に由来するせき柱とそれ以外のせき柱

の脱骨の作業時間を分けるとともに、３０月齢以下のせき柱の脱骨作業は、それ

以外のせき柱の脱骨作業の前に行うこと。 

ウ ア及びイのいずれの場合においても、 

(ｱ)牛のせき柱の脱骨に当たっては、個体識別番号により脱骨する牛の月齢を確

認すること。 

(ｲ)脱骨作業者が脱骨時に３０月齢以下の牛に由来する牛肉であることが確認で

きるよう、タグ等の装着を行うこと。 

(ｳ)脱骨した３０月齢以下の牛に由来するせき柱は、せき柱等との識別のため見

やすい位置にマーキングを施し、専用の容器に収納すること。 

(ｴ)３０月齢を超える牛に由来するせき柱は、３０月齢以下の牛に由来するせき

柱その他の油脂原料に混入しないように廃棄用の専用容器に収納すること。 

(ｵ)(ｳ)と(ｴ)の容器は異なる色とするか、容器の外側の見やすい位置に異なる色

で、「３０以下」又は「３０超」であることが明確に表示すること。 

エ アからウまでの手順により３０月齢以下の牛に由来するせき柱であることが確

認できるもの（油脂原料せき柱）以外は、せき柱等として取り扱い、飼料の原

料とはしないこと。 

（※食肉事業者等が３０月齢以下の牛のみ取り扱っている場合は、④は不要。） 

⑤ 油脂原料せき柱は、マーキングが施されていることを確認し、重量を測定するこ

と。油脂原料せき柱を他の副産物原料と合わせる場合は、油脂原料せき柱の重量測

定後にすること。 

（※食肉事業者等が３０月齢以下の牛のみ取り扱っている場合は、マーキングの確認

は不要。） 
  

写 
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⑥せき柱の分別管理や背根神経節の分離の防止のため、油脂原料せき柱及びせき柱等

は破砕しないこと。 

⑦出荷する油脂原料せき柱は、以下を記録し、２年間（乙が肉骨粉適正処分対策事業

対象者である場合は５年間）保存すること。 
ア 出荷する油脂原料せき柱の出荷ロット毎の重量、脱骨前の牛肉の重量及び個体

識別番号又は輸入牛である旨 

イ 時間で月齢を区分する場合、作業開始時刻及び終了時刻並びに作業内容 

⑧事業所ごとに原料用残さにせき柱等が混入しないための作業マニュアルを備え付け

ること。 

（２）原料用残さの出荷に関する事項 
①原料用残さを出荷するごとにせき柱等が混入していないことを確認すること。ま

た、出荷に係る原料用残さの数量等を記載した「原料供給管理票」を、原料用残さ

を運搬する者に持たせること。出荷に際して原料用残さを入れる容器は、せき柱等

を入れる容器と共用しないこと。 

     特に油脂原料せき柱を含む原料用残さの出荷に当たっては、出荷する油脂原料せ

き柱について、出荷ロット毎に、その重量、脱骨前の牛肉の重量及び個体識別番号

又は輸入牛であることを確認した上で、原料用残さに油脂原料せき柱が入っている

旨、並びに当該油脂原料せき柱の重量及び個体識別番号又は輸入牛であることが記

載された「原料供給管理票」を、原料用残さを運搬する者に持たせること。発行し

た原料供給管理票の写しは、２年間（乙が肉骨粉適正処分対策事業対象者である場

合は５年間）保存すること。 

②せき柱等が原料用残さと混載されて運搬される場合（甲自らが原料用残さを運搬す

るときを含む。）には、せき柱等を、専用の気密容器を用い、当該容器にせき柱等

が入っている旨を明示し、原料用残さを入れた容器との混同を防止すること。 

（３）確認責任者の設置 

（１）及び（２）に掲げる事項を定期的に確認する「確認責任者」を決め、実施状況の

確認及び記録を行うこと。 
 
３ 甲は、乙による２の実施状況の確認を受け入れること。また、農林水産省又は独立行

政法人農林水産消費安全技術センターが必要と認めるときは、その職員の同行を認める

こと。 

４ 本契約は、平成２５年４月１日より平成２６年３月３１日までとする。ただし、本契

約満了の３カ月前までに、甲乙は乙から別段の意思表示がないときは、本契約を更に１

年間延長するものとし、以後はこの例によること。 

５ 本契約に関して疑義が生じた場合は、甲乙協議の上解決するものとする。 

 

  平成２５年３月２５日 
  

（甲）住 所 東京都千代田区霞が関１－２－１  

業者名 農林食肉センター株式会社霞ヶ関工場 
氏 名 農林 太郎  

 

           （乙）住 所 東京都八王子市○○町２－１ 

              業者名 農水化製株式会社  

          氏 名 油脂 利活      

 

 

油  

農  



- 10 - 

 

 

原料用残さの引渡し・引受けに関する契約書にかかる確認書 

 

 

農林食肉センター株式会社霞ヶ関工場（以下「甲」という。）と農水化製株式会社

（以下「乙」という。）は、事業活動に伴い発生する畜産残さの引渡し・引受けに関

し、平成１７年３月２０日に締結した契約（以下「本契約」という。）について、契約

期間は以下の通りとする。 

 

１ 本契約の期間は、平成１７年４月１日から１年間とする。 

２ ただし、本契約満了の３カ月前までに、甲乙は乙から別段の意思表示がないとき

は、本契約を更に１年間延長するものとし、以後はこの例によること。 

３ なお、契約内容は、平成１７年３月２０日付けの原料用残さの引渡し・引受けに

関する契約書によること。 

 

 

 

平成３０年４月１日                

（甲）住 所  東京都千代田区霞が関１－２－１  

業者名 農林食肉センター株式会社霞ヶ関工場 

氏 名  農林 太郎   

  

（乙）住 所  東京都八王子市○○町２－１   

業者名 農水化製株式会社 

氏 名  油脂 利活 

３. 原料用残さの引渡し・引受けに関する契約を既に締結しているが、契約書に自動更新

条項の記載がない場合の追加条項例 

 

農  

油  

写 
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発

行
し

添
付

5
畜

産
残

さ
の

容
器

と
、

牛
せ

き
柱

と
明

示
さ

れ
た

牛
せ

き
柱

の
容

器
を

区
別

6
産

業
廃

棄
物

管
理

票
（マ

ニ
フ

ェ
ス

ト
）の

交
付

7
枝

肉
確

認
票

（分
割

票
整

理
台

帳
を

含
む

）の
記

載
、

整
理

の
確

認

8
牛

せ
き

柱
管

理
フ

ァ
イ

ル
の

記
載

9
輸

送
時

に
畜

産
残

さ
の

容
器

と
牛

せ
き

柱
と

明
示

さ
れ

た
牛

せ
き

柱
の

容
器

を
区

別

10
輸

送
車

は
原

料
供

給
管

理
票

を
携

行

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

確
認

責
任

者
氏

名
：

印
事

業
対

象
者

：

代
理

者
氏

名
：　

印
代

表
者

氏
名

：　
㊞

印
所

  
在

  
地

：　

印
（注

：当
該

月
に

複
数

の
確

認
責

任
者

又
は

代
理

者
が

い
る

場
合

は
全

員
の

氏
名

を
記

載
す

る
。

）

東
京
都
千
代
田
区
霞
ヶ
関
１
丁
目
２
番
地
１
号

－

農
林
五
郎

農
林
食
肉
セ
ン
タ
ー
株
式
会
社
霞
ヶ
関
工
場

山
田
太
郎

農
　
林
　
太
　
郎

－
－

－
－

－
－
－
－

－
－
－

－
－
－
－
－✔

✔
✔
✔

✔

－
－
－
－
－
－
－
－
－

－
－
－
－
－

✔
✔
✔

✔

✔
✔

✔
－
✔
✔

✔
－
✔
✔
✔
✔

－
✔
✔
✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔
－
✔
✔
✔

✔

✔
✔
✔
✔
✔

✔

✔
－
✔
✔
✔

－

牛
せ

き
柱

適
正

管
理

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト

牛
せ

き
柱

を
除

去
し

た
日

令
和
　
6
　

年
　
５
　

月

✔

注
：こ

の
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

は
、

ボ
ー

ル
ペ

ン
等

消
せ

な
い

筆
記

用
具

を
用

い
て

手
書

き
で

記
載

。
確

認
責

任
者

は
１

か
ら

８
（自

ら
輸

送
を

行
う

場
合

に
は

９
か

ら
1０

ま
で

を
含

む
）の

項
目

に
つ

い
て

毎
日

確
認

す
る

こ
と

。
営

業
日

に
　

作
業

が
な

い
場

合
は

「－
」を

記
載

し
、

休
業

日
は

「／

（斜
線

）」
を

記
載

す
る

こ
と

。

✔
✔
✔
✔

－
✔

✔
✔
✔
✔

確
認

責
任

者
チ

ェ
ッ

ク
✔

※
確

認
責

任
者

不
在

の
際

は
代

理
者

記
録

整
理

食
肉

事
業

者
自

ら
輸

送
を

行
う

場
合

✔
－
✔
✔

牛
せ

き
柱

を
処

分
し

た
日

(出
荷

日
)

区
分

項
　

　
　

目

項
目

１
～

３
は

牛
せ

き
柱

管
理

フ
ァ

イ
ル

の
牛

せ
き

柱
を

除
去

し

た
日

に
チ

ェ
ッ

ク
が

あ
る

こ
と

を

確
認

し
ま

す
。

項
目
４
～
６
は
牛
せ
き
柱
管
理

フ
ァ
イ
ル
の
牛
せ
き
柱
を

処
分
し

た
日
に
チ
ェ
ッ
ク
が
あ
る
こ
と
を

確
認
し
ま
す
。

山 田農 林

代 表
之 印

－12－



■牛せき柱管理ファイルと牛せき柱チェックリストの関連性

牛せき柱管理ファイル

     牛せき柱適正管理チェックリスト

①枝肉確認票
（枚）

②分割票
（枚）

計
①x6+② (枚)

ⓐ

1 5月2日 6,237 4,366 1,545 5月2日 12034567198 15 24 114 326
2 5月6日 2,592 1,814 657 5月7日 12034567289 6 2 38 121
3 5月8日 4,705 3,294 1,188 5月8日 12034567893 9 9 63 223
4 5月9日 5,140 3,598 1,280 5月9日 12034567984 12 3 75 262

食肉（骨付）の
重量
(㎏）
ⓒ

食肉（脱骨後）
の重量
（㎏）
ⓓ

せき柱以外の
残さの重量

(kg)
ⓔ

牛せき柱を
除去した日

牛せき柱を
処分した日

マニフェスト
交付番号又は

整理番号

分割票の枚数 牛せき柱の
重量
（kg）
ⓑ

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日

1
作業マニュアルに基づき特定の区分され
た場所で脱骨

2
畜産残さは専用の保管容器で保存し、
牛せき柱が混入しないよう保管

3
牛せき柱は牛せき柱が入っている旨明
示された専用容器で保管

4
確認責任者は牛せき柱が混入していな
いことを確認し原料供給管理票を発行し
添付

5
畜産残さの容器と、牛せき柱と明示され
た牛せき柱の容器を区別

6 産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付

7
枝肉確認票（分割票整理台帳を含む）の
記載、整理の確認

8 牛せき柱管理ファイルの記載

9
輸送時に畜産残さの容器と牛せき柱と明
示された牛せき柱の容器を区別

10 輸送車は原料供給管理票を携行

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

－ － － － － － － － －

✔ － ✔ ✔ ✔

✔ － ✔ ✔ ✔

牛せき柱を
除去した日

令和　6　年　５　月

✔

確認責任者チェック✔
※確認責任者不在の際は代理者

記録整理

食肉事業者
自ら輸送を行
う場合

✔ － ✔ ✔

牛せき柱を
処分した日
(出荷日)

区分 項　　　目

除去した日と処分した

日が異なる場合、この

ように記入します。

除去した日と処分した

日が同じ場合、このよう

に記入します。

処分した日に

チェック「 」を

記入します。

除去した日

にチェック

「 」を記

入します。

記録を整理した

日にチェック

「 」を記入しま

す。

－13－
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■添付書類（4）  行動規範 

 

※内容に変更がなければ、平成１８年度～令和５年度までに作成したものを利用することが

できます。上期に提出済みの場合、下期は不要です。 

 

    

農林食肉センター株式会社霞ヶ関工場行動規範 
   

  農林食肉センター株式会社霞ヶ関工場は、その行う業務全般を通じて、常に国民

・消費者の信頼を得ることを旨として活動しなければならない。 
  また、組織の存続・発展のためには、法令を遵守することはもとより、役員及び

職員の一人一人が高い倫理観を持って行動する必要がある。 
  このため、農林食肉センター株式会社霞ヶ関工場は、その役職員が職務の遂行に

当たって基本的使命や社会的責任を十分認識し、日常業務における行動や判断がこ

れらの使命や責任に即したものであるかを容易に判断し得るよう、以下の行動規範

を定めるものとする。 

   
（役職員の善管注意義務） 
第１条 業務に関わる法令その他諸規定を遵守する。 

２ 就業規則を遵守し職務に専念するとともに、堅実な業務の執行に努める。 
３ 賄賂や不正な利益の供与、申し出、約束並びに社会通念を逸脱する接待及

び接待されることは行わない。 
４ 市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な勢力や団体とは断固とし

て絶縁する。 

   
（役職員倫理） 
第２条 社会倫理に即し、農林食肉センター株式会社霞ヶ関工場の名誉や信用を損

なわないよう行動する。 
２ 農林食肉センター株式会社霞ヶ関工場の運営等に関する事項について、職

場外に情報を持ち出さない。 
３ 役職員としての立場と個人の立場を区別し、職場内に私的な問題や利害関

係を持ち込まない。 

  
（事業活動） 
第３条 社会から疑惑や不信を招くことがないよう、関係法令を遵守し、透明性の

高い、公正な事業活動を行う。 
２ 農林食肉センター株式会社霞ヶ関工場の行う活動について、国民・消費者

に正しく理解してもらえるよう、適切な情報開示に努める。 

 
（経理） 
第４条 適法に財務諸表を作成し、適正な経理処理、税務申告等を行う。 

 ２ 補助事業については、法令並びに要綱・要領その他の指導に基づき、厳密

かつ適正な経理を行う。 

 
１ 
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コンプライアンスに関する誓約書  

 

骨畜食肉センター株式会社は、所属する骨畜協同組合の「行動規範(別添)」を遵守

し、コンプライアンス体制の確立・徹底を図ることを誓約します。 

 
令和６年４月１日 
骨畜食肉センター株式会社 

代表取締役 骨畜 太郎   

（情報管理） 

第５条 業務上知り得た情報については、厳重に管理し、第三者へ
ろうえい

漏 洩したり、業 

務以外の目的には使用しない。 
  ２ 個人情報の保護に努める。 
  ３ 風説の流布等を行わない。 

   
（職場規律） 
第６条 健全な職場環境の維持に関わる職制を尊重し、風通しの良い働きやすい職 

場づくりに努める。 
  ２ 職場内での差別やパワーハラスメント・セクシャルハラスメントの防止に

努める。 
  ３ 個人のプライバシーは最大限尊重し、不当に侵害しない。 

   
（人事・労務） 
第７条 労働基準法の規定を遵守し、労働条件の適正化に努める。 

  ２ 性別・年令・出身地・国籍・人種・民族・宗教・疾病・障害等を理由とす

る差別をしない。 
  ３ 自分の健康は自分で守るという自覚を持ち、健康の維持管理に努める。 

  
（役員の義務） 
第８条 本行動規範に反する事態が発生したときは、役員は、速やかに原因究明及

び再発防止に努める。 
 

令和６年４月１日 

 
            農林食肉センター株式会社霞ヶ関工場        

    
工場長  農林 太郎   

 

 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       

         

 

※行動規範に代え、食肉事業者が所属する団体の行動規範を遵守する旨の誓約書を

提出することができます。  
 

令和６年度に適正管理研修を実

施する新規事業者にあっては、

実施日以前に作成します。  

農 

骨 
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■添付書類（5） 枝肉確認票 

※１ 管理ファイルと照合して確認します。 

※２ 卸売市場で上場された枝肉のみ記入されています。 

※３ 分割票(控)は適正管理促進費が交付されるまで大切に保管してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 

※２ 

※３ 
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■添付書類（5） 枝肉確認票の分割票整理台帳 

※１「牛せき柱を処分した日」ごとに整理し貼付します。 

※２ 分割票(控)は適正管理促進費が交付されるまで大切に保管してください。 

 



■
添

付
資

料
（６

）-
①

　
マ

ニ
フ

ェ
ス

ト
Ｄ

票
（写

）

産
業

廃
棄

物
管

理
票

（マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

）　
Ｄ

票

交
付

年
月

日
%

氏
名

農
林

五
郎

管
理

票
交

付
者

（処
分

委
託

者
）に

氏
名

又
は

名
称

及
び

管
理

票
の

交
付

番
号

（登
録

番
号

）

□
　

帳
簿

記
載

の
と

お
り

□
　

当
欄

記
載

の
と

お
り

名
称

/所
在

地
/電

話
番

号

☑
　

委
託

契
約

書
記

載
の

と
お

り

□
　

当
欄

記
載

の
と

お
り

処 分 受 託 者

氏
名

又
は

名
称

　
　

　
農

　
水

　
化

　
製

　
（

株
）

積 替 え

又 は 保 管

名
称

住
所

　
〒

19
2-

00
03

　
　

　
　

　
　

電
話

番
号

　
04

2-
00

0-
12

34

　
　
東

京
都

八
王

子
市

○
○

町
2-

1
所

在
地

　
〒

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

電
話

番
号

運 搬 受 託 者

氏
名

又
は

名
称

　
　
北

　
西

　
運

　
送

　
（

株
）

運 搬 先 の

事 業 場

（ 処 分 事 業 場 ）

備
考

・通
信

欄

□

名
称

　
　
農

　
水

　
化

　
製

　
（

株
）

　
南

北
工

場

住
所

　
〒

10
0-

00
00

　
　

　
　

　
電

話
番

号
03

-0
00

1-
00

03

　
　
東

京
都

千
代

田
区

霞
ヶ

関
1-

3-
1

□
11

00
ゴ

ム
く
ず

□
□

74
23

鉱
さ

い
（有

害
）

動
植

物
性

残
さ

☑
10

00

□
09

00

所
在

地
　

〒
19

2-
00

01
　

　
　

　
　

電
話

番
号

　
04

2-
00

0-
23

45

　
　
東

京
都

八
王

子
市

△
△

町
1-

2

□
19

00
１

３
号

廃
棄

物
□

74
10

Ｐ
Ｃ

Ｂ
等

□ □

中
間

処
理

産
業

廃
棄

物

最
終

処
分

の
場

所

□

□
72

10
強

ア
ル

カ
リ

（有
害

）
□

74
29

ば
い

じ
ん

（有
害

）

□
07

00
紙

く
ず

□
18

00
ば

い
じ

ん
□

73
00

感
染

性
廃

棄
物

繊
維

く
ず

□
40

00
動

物
系

固
形

不
要

物
□

74
21

廃
石

綿
等

□
□

74
22

指
定

下
水

汚
泥

□
74

30
13

号
廃

棄
物

（有
害

）

□
08

00
木

く
ず

産
業

廃
棄

物
の

名
称

  
  

 牛
せ

き
柱

□
04

00
廃

酸
□

15
00

が
れ

き
類

□
71

10
強

酸
（有

害
）

□
74

27
廃

酸
（有

害
）

□
05

00
廃

ア
ル

カ
リ

□
16

00
家

畜
の

ふ
ん

尿
□

72
00

強
ア

ル
カ

リ
□

74
28

廃
ア

ル
カ

リ
（有

害
）

( 排 出 者 )

事 業 者

氏
名

又
は

名
称

　
  
農

林
食

肉
セ

ン
タ

ー
株

式
会

社
（ 排 出 者 ）

事 業 場

名
称

　
農

林
食

肉
セ

ン
タ

ー
株

式
会

社
　

霞
ヶ

関
工

場

住
所

　
〒

10
0-

00
00

　
　

　
　

電
話

番
号

　
03

-1
23

4-
X
X
X
X

　
東

京
都

千
代

田
区

霞
ヶ

関
1-

1-
1

所
在

地
　

〒
10

0-
00

00
　

　
　

　
電

話
番

号
　
03

-1
23

4-
X
X
X
X

　
　
東

京
都

千
代

田
区

霞
ヶ

関
1-

2-
1

処
分

方
法

　
　

　
化

製
処

理
□

06
00

廃
ﾌ
ﾟﾗ

ｽ
ﾁ
ｯｸ

類
□

17
00

家
畜

の
死

体・陶
磁

器
く
ず

□
70

10
引

火
性

廃
油

（有
害

）
□

74
25

廃
油

（有
害

）

□
03

00
廃

油
□

14
00

鉱
さ

い
□

71
00

強
酸

□
74

26
汚

泥
（有

害
）

汚
泥

□
13

00
ガ

ラ
ス

ｺ
ﾝ

ｸ
ﾘ

ｰ
ﾄ

有
害

物
質

等

令
和

6年
 5

月
 1

1 
日

交
付

番
号

整
理

番
号

交
付

担
当

者

数
量

（及
び

単
位

)

 4
28

ｋ
ｇ

産 業 廃 棄 物

□
　

種
類

（普
通

の
産

業
廃

棄
物

）
□

　
種

類
（特

別
管

理
産

業
廃

棄
物

）
荷

姿

　
　
コ

ン
テ

ナ
□

01
00

燃
え

が
ら

□
12

00
金

属
く
ず

□
70

00
引

火
性

廃
油

□
74

24
燃

え
が

ら
（有

害
）

□
02

00

（受
託

者
の

氏
名

又
は

名
称

）

（運
搬

担
当

者
の

氏
名

）

数
量

（及
び

単
位

）
運

搬
の

受
託

肉
　

　
畜

　
　

一
　

　
郎

運
搬

終
了

年
月

日
令

和
6年

5月
11

日
有

価
物

拾
集

量

（受
託

者
の

氏
名

又
は

名
称

）

（処
分

担
当

者
の

氏
名

）

(直
行

用
）

発
行

元
：公

益
社

団
法

人
　

全
国

産
業

廃
棄

物
連

合
会

処
分

の
受

託
骨

　
　

太
　

　
次

　
　

郎
処

分
終

了
年

月
日

令
和

6年
5月

13
日

最
終

処
分

終
了

年
月

日
令

和
　

 年
　

月
　

　
日

名
称

/所
在

地
/電

話
番

号
　

　
　

　
　

　
（委

託
契

約
書

記
載

の
場

所
に

あ
っ

て
は

委
託

契
約

書
記

載
の

番
号

）
照 合 確 認

B
2 

票

D
  
票

E
  
票

最
終

処
分

を
行

っ
た

場
所

令
和

   
  

  
年

  
  
  

 月
  
  

  
 日

令
和

　
   

6 
年

  
  

 5
 月

  
  
17

 日

令
和

   
  

  
年

  
  
  

 月
  
  

  
 日

1
2

3
4

5
6

7
8

9
0

5
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■
添

付
資

料
（
６

）
-
②

　
電

子
マ

ニ
フ

ェ
ス

ト
受

渡
確

認
票

電
子

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

シ
ス

テ
ム

（
Ｊ
Ｗ

Ｎ
Ｅ

Ｔ
）
　

　
受

渡
確

認
票

印
　

刷
　

日
　

時
20

24
/0

5/
10

 1
0:

34
:0

8

備
考

２

備
考

３

備
考

４

最
終

処
分

の
場

所

（実
績

）

　
所

　
在

　
地

　
(　

名
　

称
　

[　
電

　
話

　
番

　
号

　
]　

)
最

終
処

分
終

了
日

備
考

１

備
考

５

処
分

終
了

日
20

24
/0

5/
07

廃
棄

物
受

領
日

備
考

処
分

担
当

者

受
入

量

運
搬

担
当

者
運

田

有
価

物
拾

集
量

運
搬

終
了

日
20

24
/0

5/
07

処
分

業
者

氏
名

又
は

名
称

  
 農

水
化

製
株

式
会

社

処
分

事
業

場

名
　

称

農
水

化
製

株
式

会
社

　
南

北
工

場

所
在

地
　

〒
 1

92
-0

00
1　

東
京

都
八

王
子

市
△

△
町

1-
2

住
所

　
〒

 1
92

-0
00

3　
　

東
京

都
八

王
子

市
○

○
町

2-
1

電
話

番
号

　
0
4
2
-
0
0
0
-
2
3
4
5

処
分

方
法

電
話

番
号

0
4
2
-
0
0
0
-
1
2
3
4

加
入

者
番

号
3
0
0
0
0
0
3

許
可

番
号

6
5
4
3
2
1

報
告

区
分

処
分

(中
間

)+
最

終

中
間

処
理

産
業

廃
棄

物

（
電

子
/
紙

　
　

　
マ

ニ
フ

ェ
ス

ト
番

号
/
交

付
番

号
）

最
終

処
分

の
場

所

（予
定

）

　
所

　
在

　
地

　
(　

名
　

称
　

[　
電

　
話

　
番

　
号

　
]　

)

委
託

契
約

書
記

載
の

と
お

り

収
集

運
搬

業
者

区
間

１

氏
名

又
は

名
称

　
　

北
西

運
送

株
式

会
社

運
搬

先
の

事
業

場

名
　

称

農
水

化
製

株
式

会
社

　
南

北
工

場

所
在

地
　

〒
 1

92
-0

00
1　

東
京

都
八

王
子

市
△

△
町

1-
2

住
所

　
〒

 1
00

-0
00

0　
東

京
都

千
代

田
区

霞
ヶ

関
1-

3-
1

　
電

話
番

号
　

04
2-

00
0-

23
45

電
話

番
号

0
3
-
0
0
0
1
-
0
0
0
3

加
入

者
番

号
2
0
0
0
0
0
2

許
可

番
号

1
2
3
4
5
6

運
搬

方
法

車
両

車
両

番
号

(排
出

)

備
考

運
搬

量

産
業

廃
棄

物

種
  
類

10
00

00
0　

動
・植

物
性

残
渣

 数
 量

12
1.

00
0 

kg
 確

定
数

量
12

1.
00

0 
kg

（
　

大
　

分
　

類
　

名
　

称
　

　
動

・
植

物
性

残
渣

　
）

 荷
 姿

1 
コ

ン
テ

ナ
 数

量
の

確
定

者
排

出
事

業
者

有
害

物
質

廃
棄

物
の

名
称

牛
せ

き
柱

排
出

事
業

者

氏
名

ま
た

は
名

称
　

農
林

食
肉

セ
ン

タ
ー

株
式

会
社

排
出

事
業

場

名
　

称

農
林

食
肉

セ
ン

タ
ー

株
式

会
社

霞
ヶ

関
工

場

住
所

　
〒

 1
0
0
-
0
0
0
0
　

東
京

都
千

代
田

区
霞

ヶ
関

1
-
1
-
1

住
所

　
〒

 1
0
0
-
0
0
0
0
　

東
京

都
千

代
田

区
霞

ヶ
関

1
-
2
-
1

電
話

番
号

0
3
-
1
2
3
4
-
X

X
X

X
加

入
者

番
号

1
0
0
0
0
0
1

　
電

話
番

号
　

03
-1

23
4-

X
X
X
X

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

番
号

1
2

0
3

4
5

6
7

2
8

9
登

録
の

状
態

登
録

引
渡

し
日

2
0
2
4
/
0
5
/
0
7

引
渡

し
担

当
者

 山
田

連
絡

番
号

1
re

n
ra

ku
0
1

連
絡

番
号

2
連

絡
番

号
3

印
の
項
目
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト

バ
ー

コ
ー

ド

－19－



■
添

付
資

料
（
６

）
-
③

　
電

子
マ

ニ
フ

ェ
ス

ト
照

会
結

果
一

覧
表

電
子
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
シ
ス
テ
ム
(
Ｊ
Ｗ
Ｎ
Ｅ
Ｔ
)
　
照
会
結
果
（
一
覧
表
）

印
　

刷
　

日
　

時
2
0
2
4
/
0
5
/
1
1
 1

1
:3

0
:1

2

1
20

00
00

2 
12

34
56

 北
西

運
送

株
式

会
社

農
水

化
製

株
式

会
社

　
南

北
工

場

東
京

都
八

王
子

市
△

△
町

1-
2

26
2.

 0
00

 ｋ
 ｇ

20
24

/0
5/

09

4

12
03

45
67

98
4

re
nr

ak
u0

4
10

00
00

1　
農

林
食

肉
セ

ン
タ

ー
株

式
会

社
30

00
00

3 
65

43
21

 農
水

化
製

株
式

会
社

登
録

20
24

/0
5/

09
農

林
食

肉
セ

ン
タ

ー
株

式
会

社
　

霞
ヶ

関
工

場

東
京

都
千

代
田

区
霞

ヶ
関

1-
2-

1

農
水

化
製

株
式

会
社

　
南

北
工

場

東
京

都
八

王
子

市
△

△
町

1-
2

10
00

00
0　

動
・植

物
性

残
渣

動
・植

物
性

残
渣

26
2.

 0
00

 ｋ
 ｇ

コ
ン

テ
ナ

26
2.

 0
00

 ｋ
 ｇ

排
出

事
業

者

20
24

/0
5/

09

1
20

00
00

2 
12

34
56

 北
西

運
送

株
式

会
社

農
水

化
製

株
式

会
社

　
南

北
工

場

東
京

都
八

王
子

市
△

△
町

1-
2

22
3.

 0
00

 ｋ
 ｇ

20
24

/0
5/

08

12
1.

 0
00

 ｋ
 ｇ

20
24

/0
5/

07

3

12
03

45
67

89
3

re
nr

ak
u0

3
10

00
00

1　
農

林
食

肉
セ

ン
タ

ー
株

式
会

社
30

00
00

3 
65

43
21

 農
水

化
製

株
式

会
社

登
録

20
24

/0
5/

08
農

林
食

肉
セ

ン
タ

ー
株

式
会

社
　

霞
ヶ

関
工

場

東
京

都
千

代
田

区
霞

ヶ
関

1-
2-

1

農
水

化
製

株
式

会
社

　
南

北
工

場

東
京

都
八

王
子

市
△

△
町

1-
2

10
00

00
0　

動
・植

物
性

残
渣

動
・植

物
性

残
渣

22
3.

 0
00

 ｋ
 ｇ

20
24

/0
5/

08
 （

中
間

）

22
3.

 0
00

 ｋ
 ｇ

コ
ン

テ
ナ

22
3.

 0
00

 ｋ
 ｇ

排
出

事
業

者

2

12
03

45
67

28
9

re
nr

ak
u0

2
10

00
00

1　
農

林
食

肉
セ

ン
タ

ー
株

式
会

社
30

00
00

3 
65

43
21

 農
水

化
製

株
式

会
社

登
録

20
24

/0
5/

07
農

林
食

肉
セ

ン
タ

ー
株

式
会

社
　

霞
ヶ

関
工

場

東
京

都
千

代
田

区
霞

ヶ
関

1-
2-

1

農
水

化
製

株
式

会
社

　
南

北
工

場

東
京

都
八

王
子

市
△

△
町

1-
2

10
00

00
0　

動
・植

物
性

残
渣

動
・植

物
性

残
渣

12
1.

 0
00

 ｋ
 ｇ

20
24

/0
5/

07
 （

中
間

）

12
1.

 0
00

 ｋ
 ｇ

コ
ン

テ
ナ

12
1.

 0
00

 ｋ
 ｇ

排
出

事
業

者
20

24
/0

5/
08

1
20

00
00

2 
12

34
56

 北
西

運
送

株
式

会
社

農
水

化
製

株
式

会
社

　
南

北
工

場

東
京

都
八

王
子

市
△

△
町

1-
2

20
24

/0
5/

07

1
20

00
00

2 
12

34
56

 北
西

運
送

株
式

会
社

農
水

化
製

株
式

会
社

　
南

北
工

場

東
京

都
八

王
子

市
△

△
町

1-
2

32
6.

 0
00

 ｋ
 ｇ

20
24

/0
5/

02

運
搬

量
車

両
番

号
　

(排
出

)

有
価

物
拾

集
量

運
搬

方
法

運
搬

終
了

日

1

12
03

45
67

19
8

re
nr

ak
u0

1
10

00
00

1　
農

林
食

肉
セ

ン
タ

ー
株

式
会

社
30

00
00

3 
65

43
21

 農
水

化
製

株
式

会
社

登
録

20
24

/0
5/

02
農

林
食

肉
セ

ン
タ

ー
株

式
会

社
　

霞
ヶ

関
工

場

東
京

都
千

代
田

区
霞

ヶ
関

1-
2-

1

農
水

化
製

株
式

会
社

　
南

北
工

場

東
京

都
八

王
子

市
△

△
町

1-
2

10
00

00
0　

動
・植

物
性

残
渣

動
・植

物
性

残
渣

32
6.

 0
00

 ｋ
 ｇ

20
24

/0
5/

02
 （

中
間

）

32
6.

 0
00

 ｋ
 ｇ

コ
ン

テ
ナ

32
6.

 0
00

 ｋ
 ｇ

排
出

事
業

者

№

マ
ニ

フ
ェ

ス
ト
番

号
連

絡
番

号
１

排
出

事
業

者
　

（加
入

者
番

号
　

名
称

）
処

分
業

者
　

（加
入

者
番

号
　

許
可

番
号

　
名

称
）

登
録

の
状

態
連

絡
番

号
２

引
渡

し
日

連
絡

番
号

３
排

出
事

業
場

　
（名

称
）

排
出

事
業

場
所

在
地

処
分

事
業

場
　

（名
称

）

処
分

事
業

場
所

在
地

廃
棄

物
の

種
類

　
（分

類
コ

ー
ド

）

大
分

類
名

称
受

入
量

処
分

終
了

日
　

（報
告

区
分

）

数
量

荷
姿

確
定

数
量

数
量

の
確

定
者

処
分

方
法

最
終

処
分

終
了

日

区
間

収
集

運
搬

業
者

（加
入

者
番

号
　

許
可

番
号

　
名

称
）

運
搬

先
事

業
場

の
名

称

運
搬

先
事

業
場

の
所

在
地

こ
の
よ
う
に
処
分
終
了
日
が
記

載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
申
請

で
き
ま
せ
ん
。

印
の
項
目
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。
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■
添
付
書
類
（
７
）

 環
境
負
荷
低
減
の
ク
ロ
ス
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
チ
ェ
ッ
ク
シ
－
ト
の
記
入
例

 



※
1

　
こ

こ
に

掲
載

さ
れ

て
い

る
団

体
は

、
交

付
申

請
書

の
提

出
先

で
す

。
交

付
申

請
予

定
者

は
、

貴
社

の
所

在
す

る
都

道
府

県
の

委
託

団
体

に
資

料
を

提
出

し
ま

す
。

　
(貴

社
の

所
在

す
る

都
道

府
県

以
外

の
委

託
団

体
に

提
出

す
る

こ
と

は
出

来
ま

せ
ん

。
)

※
2

　
複

数
の

団
体

が
記

載
さ

れ
て

い
る

都
道

府
県

に
お

い
て

、
備

考
欄

に
「

会
員

」
と

記
載

さ
れ

て
い

る
団

体
は

、
そ

れ
ぞ

れ
の

団
体

の
会

員
と

な
っ

て
い

る
食

肉
事

業
者

の
提

出
先

で
す

。
　

ま
た

、
「

会
員

」
と

記
載

さ
れ

た
団

体
の

み
が

記
載

さ
れ

て
い

る
県

が
あ

り
ま

す
が

、
そ

の
団

体
の

会
員

に
な

っ
て

い
な

い
食

肉
事

業
者

は
、

県
庁

畜
産

主
務

課
に

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。

※
3

　
食

肉
事

業
者

の
所

在
県

に
委

託
団

体
の

記
載

が
な

い
場

合
は

、
県

の
食

肉
事

業
者

は
、

県
庁

畜
産

主
務

課
に

お
問

い
合

わ
せ

く
だ

さ
い

。

都
道

府
県

受
託

団
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 畜産残さ有効利用促進費（豚分別促進費）（以下、｢豚分別促進費｣といいます｡）の交付の対象と

なる食肉事業者は、 

① 適正管理促進費の交付対象者であって、 

② 牛肉と豚肉の両方を恒常的に扱い、 

③ （飼料用原料の場合）独立行政法人農林水産消費安全技術センターから化製業者等の原料収

集先としての適合状況の確認を受け、 

④ （飼料用原料の場合）化製業者等の製造認可申請書の「原料収集先の一覧表」に記載され、 

⑤ 豚分別供給契約を締結した上で、 

⑥ 豚残さ（飼肥料用豚肉骨粉の原料）中に牛たん白質が含まれていないことを確認する牛たん

白確認検査を実施した者です。 

 

   

 

 

 

 

       

 

 

 

 豚分別促進費の交付を受けようとする食肉事業者が、飼肥料用豚肉骨粉等の製造認可を受けた化

製業者等（認可予定者（申請者、又は申請予定者）を含む｡）との間で締結した、豚以外を含まない

原料供給契約をいいます。 

 ただし、次の契約は、豚分別供給契約に該当しないため申請できません。 

× 肥料用・ペットフード用豚肉骨粉の製造認可を受けた化製業者等との間で締結した

ペットフード用の原料供給契約 

× 肥料用蒸製骨粉又は飼料用動物性油脂の製造認可を受けた化製業者等との間で締

結した蒸製骨粉又は動物性油脂の原料供給契約 

 

 

 飼肥料用豚肉骨粉等の製造認可を受けた化製業者等の｢原料収集先一覧表｣に掲載されていない

食肉事業者は申請できません。化製業者等に令和６年 9月３０日時点で｢原料収集先一覧表｣に掲載

されているかを確認してください。 

  

 Ⅱ 畜産残さ有効利用促進費（豚分別） 牛枝肉１頭当たり３００円 

始めに、お手元の契約が上記⑤の豚分別供給契約に該当

するかどうか、令和６年9月30日時点で有効であるかど

うかについて、27～28ページの「食肉事業者による豚分

別供給契約の有効性の確認方法」に従って確認します。  

■  交付申請できる食肉事業者  

■ 豚分別供給契約について  

■ 原料収集先の一覧表に記載されているか  



- 25 - 

 

豚分別促進費は、豚分別供給契約の締結日、または履行日のいずれか遅い日以降に牛せき柱を

処理した枝肉に係る枝肉確認票（分割票）を対象に交付します。したがって、締結日（履行日）

の前日までに処理した枝肉に係る枝肉確認票に対する豚分別促進費は交付されません。 

 

 

 豚分別促進費は、適正管理促進費の交付対象となった枝肉確認票（分割票）の枚数（実績）に応

じて交付されます。豚分別促進費の交付を受けようとする食肉事業者は、受付期間内に直接、副産

物協会に交付申請書を提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 豚分別促進費の交付申請書の様式は、４５ページの｢畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱

適正管理等推進事業）畜産残さ有効利用促進費（豚分別）交付申請書｣をご利用ください。 

 

 

１ 豚分別供給契約を締結した日（履行日） 

 豚分別供給契約書に記載された年月日を記入します。複数の契約書がある場合には、有効な

契約の中で最初に締結した契約書の日付とします。 

 ｢化製業者名｣は契約の相手先が収集業者の場合は、収集業者から、その収集業者と契約を締

結している化製業者名を聴取し、併記します。 
 

２ 分割票の枚数 

 適正管理促進費の交付対象となった枝肉確認票及び分割票のうち、牛せき柱を処分した日

が１の締結日または履行日のいずれか遅い日以降のもののみが有効となりますので、その枚数

を記入してください。 
 

３ 年間豚枝肉処理頭数 

令和３～５年度の平均枝肉処理頭数を記入します。ただし、令和６年度から新たに牛豚分

別を行った事業者は、０頭と記入します。 

これは、牛肉と豚肉の両方を恒常的に扱っていることを確認するものです。 

受付期間 ： 令和６年 10 月１日(火) ～ 10 月 16 日(水) 必着 

 提 出 先   ：  一般社団法人 日本畜産副産物協会 

       〒101-0032 

       東京都千代田区岩本町 2-1-3 和光ビル 3 階 

       TEL：03-5846-9729 FAX：03-5846-9710 
           

 

 封筒宛名面に「豚分別促進費申請書在中」と表記してください。 

■ 交付対象となる枝肉確認票について 

■ 豚分別促進費の交付申請書の提出先について 

■ 豚分別促進費の交付申請書様式について 

■ 交付申請書の記入方法 (２9ページ記入例参照) 
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４ 豚分別促進費の額 

 ２の｢分割票の枚数｣に 50円を乗じて得られた値を記入します。 
 

５ 振込先の金融機関名等 

 豚分別促進費交付に当たって振込先の申請者金融機関名等を正確に記入します。金融機関

名、支店名、口座名義にはフリガナを付けてください。 
 

６ 添付書類および担当者 

 提出する添付書類の部数または枚数を記入します。 

 また、担当者名、連絡先電話番号、ファックス番号を明記してください。副産物協会からの

内容確認や豚分別促進費交付通知の配信に使用いたします。 

 

 

（１）豚分別供給契約書（写） 

 複数の契約書がある場合には有効な契約の中で最初に締結した契約書の日付のものを添付

します。（３０〜３４ページ参照） 
 

（２）豚の原料供給管理票（写） 

牛たん白質確認検査のサンプリング実施日のものを添付します。（３５ページ参照） 

ただし、令和６年度から新たに牛豚分別を行った事業者は、直近１ヶ月間分の豚の原料供給

管理票を添付してください。 
 

（３）牛たん白質確認検査の検査結果（写） 

 令和６年 5 月１日から 9 月３０日までの間に、民間検査機関等に依頼した牛たん白質確認

検査の結果通知の写しを添付します。（３６ページ参照） 

 通期で下期に申請する場合は、上期下期各期間の牛たん白質確認検査の結果通知２通分の写

しの添付が必要です。 
 

（４）牛せき柱適正管理促進費交付申請書（写） 

適正管理促進費の申請で提出した、｢適正管理促進費交付申請書｣のコピーを添付します。 
 

（５）牛せき柱管理ファイル 

 適正管理促進費の申請で添付したのと同じ資料｢牛せき柱情報管理ファイル｣です。 

 

 

 受付期間内に副産物協会に提出された豚分別促進費申請書は、協会で検証し、適正と確認された

申請者に促進費を交付いたします。 

 交付金額、交付日については、協会より豚分別促進費申請者にファックスにて通知いたします。 

 なお、交付金額は適正管理促進費と合算した金額となりますので、内訳は申請者がそれぞれ申請

書のコピーを取り、保管のうえ交付日に確認してください。 

■ 交付申請書に添付する書類 

■ 豚分別促進費の交付について 



上期申請：化製業者に９月３０日時点で確認を行います。

食肉事業者による豚分別供給契約の有効性の確認方法

製造許可について

申請する予定はない
製造許可について

申請を予定している

製造許可について
申請中である

製造許可を
受けている

お手元の「豚分別供給契約書」の相手方の化製業者

（相手方が収集業者の場合は､その収集業者の契約相手の化製業者）は

飼料用豚肉骨粉､飼料用豚･家きん混合肉骨粉､又は肥料用豚肉骨粉

の製造許可を受けていますか？

下期申請時に､製造許可の状況を再確認し
て交付申請します｡（参照：下期申請用）

あなたの事業場は

原料収集先の基準への適合状況について､

独立行政法人 農林水産消費安全技術セン

タ－の確認(再確認) 

を受けましたか？

基準への不適合の指摘

はなかったですか？

あなたの事業場は

化製業者等の製造許可申請書に添付された

「原料収集先の一覧表」に記載
されていますか？

指摘された不適合につい

て改善しましたか？

この契約書は有効です｡
他の要件をクリアした上で
交付申請できます。

この契約書で上期の交
付申請はできません｡
下期の申請時に
再度確認します｡

この契約書は無効で
す｡

交付申請できません。

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

－27 －



下期申請：化製業者に３月３１日時点で確認を行います。

上期申請：化製業者に９月３０日時点で確認を行います。

製造許可について申
請していない

製造許可について申
請中である

製造許可を

受けている

お手元の「豚分別供給契約書」の相手方の化製業者

（相手方が収集業者の場合は､その収集業者の契約相手の化製業者等）は

飼料用豚肉骨粉､飼料用豚･家きん混合肉骨粉､又は肥料用豚肉骨粉

の製造許可を受けていますか？

あなたの事業場は

原料収集先の基準への適合状況について､

独立行政法人 農林水産消費安全技術セ

ンタ－の確認（再確認）
を受けましたか？

基準への不適合の指摘

はなかったですか？

あなたの事業場は

化製業者等の製造許可申請書に添付された

「原料収集先の一覧表」に記載
されていますか？

指摘された不適合につ

いて改善しましたか？

この契約書は有効で

す｡
他の要件をクリアした上で
交付申請できます。

この契約書は無効です｡
交付申請できません。

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

申請日を問合せ

確認します。

令和 6年12月31日以前

令和7年１月１日以降

－28 －
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■畜産残さ有効利用促進費（豚分別）交付申請書の記入例 

 

令和６年１０月１日 

 

令和６年度畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業） 

畜産残さ有効利用促進費（豚分別）交付申請書 

 

一般社団法人  日本畜産副産物協会 

会  長      德  田  昌  彦   殿  

住 所 神奈川県愛甲郡□□町△△１２３－２９ 

    骨畜食肉センター株式会社 

氏 名 代表取締役 骨 畜 太 郎       

 

畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業）について、下記

のとおり実施したので、畜産残さ有効利用促進費 (豚分別 )２３２,６５０円を交

付されたく、畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業）実施

要領第３の４の（２）のウの規定に基づき、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 豚分別供給契約を締結した日（履行日） 

平成２２年３月２５日（平成２２年４月１日） 化製業者名：農水化製(株) 

 

２ 適正管理促進費申請書に記載した分割票の枚数のうち、１の契約を締結した 

 日以降にせき柱を処理した牛枝肉に係わる分割票の枚数  

                           ４,６５３ 枚 

３ 年間豚枝肉処理頭数（直近３年間の平均実績頭数） 

         １,０００ 頭 

４ 豚分別促進費の額 

     分割票 ４,６５３ 枚×５０円/枚      ２３２,６５０ 円 

５ 振込先   
フ リ ガ ナ
金融機関名：

ニクヤマ
肉 山銀行       

フリガナ
支店名：

カミ
神

ヤ
谷

チヨウ
町 支店 

  口座種類： 普通・当座・(   ) 口座番号：０１４２９２９ 

  
フ リ ガ ナ
口座名義： 骨畜食肉センター株式

ホネチクシヨクニクセンター（カ

会社 

６ 添付書類 

（１）豚分別供給契約書の写し   １部 

（２）原料供給管理票の写し   １部 

（３）牛たん白質確認検査結果の写し  １部 担当者：骨畜 三郎 

（４）適正管理促進費交付申請書の写し  １部 TEL 012-345-XXXX  

（５）牛せき柱管理ファイルの写し  ５枚 FAX 012-345-XXXX  

 

契約先が収集業者の場合は、 
①収集業者名と契約を締結した 
②化製業者名を併記してください。 

 

担当者の氏名と連絡先TEL、FAX番

号は必ず明記してください。 

事業所の所在地 
事業所名 
代表者名 を記載 

豚枝肉の処理実績を確認 

するために記入します。 

変更になっています。 
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■豚分別促進費 添付書類（1） 豚分別契約書の写し 

 

１ と畜場と化製業者等との契約の場合   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）飼料用豚肉骨粉、飼料用豚・家きん混合肉骨粉、又は肥料用豚肉骨粉の内、該当する物を

記載する。 

  

 

契約書              

 

 骨畜食肉センター株式会社（以下「甲」という。）と農水化製株式会社（以下「乙」

という。）は、事業活動に伴い発生する豚に由来する副産物（以下「豚原料」とい

う。）の引渡し・引受けに関し、以下の事項を確認する。農水化製株式会社 

１ 乙は、従来からの取引関係を尊重し、豚原料を飼料・肥料の原料として引き受ける

こと。 

２ 甲は、豚原料を乙（乙の委託により豚原料の運搬を行う者を含む。）に引き渡すに

当たって、以下の事項を遵守すること。 

（１）事業所におけると畜処理に関する事項 

① 豚に由来する肉骨粉、加水分解たん白及び蒸製骨粉の原料注)となる豚原料は、

豚以外の畜産物等の動物質原料と分別されていること。 

② 豚のと畜から枝肉になるまでの豚原料が排出される処理工程（以下「豚処理工

程」という。）は、豚以外の家畜を処理する工程と壁で仕切る等混入防止対策を

施した区域（以下「混入防止区域」という。）を設定すること。 

③ なお、すべての豚処理工程を豚以外の家畜を処理する工程と壁で仕切る等が困

難な場合にあっては、一部の豚処理工程について、壁で仕切る等の混入防止対策

を施し、混入防止区域に設定すること。 

④ また、豚処理工程の作業は、豚専用の器具を用いること。 

⑤ 豚原料を入れる容器は、専用の保管容器に保存するとともに、豚原料以外が混

入しないよう分別され、保管されていること。 

⑥ なお、一部の豚処理工程を混入防止区域とした場合にあっては、豚原料に混入

防止区域以外から排出される副産物が混入しないよう分別され、保管されている

こと。 

⑦ 混入防止区域の作業は、豚専用の作業着や靴等を着用した作業員が行うこと。

豚以外の家畜等を処理する作業員は、混入防止区域に立ち入らないこと。 

⑧ なお、一部の豚処理工程を混入防止区域とした場合にあっては、豚作業員が混

入防止区域に立ち入る際に、作業着や靴等を洗浄すること。 

⑨ 事業所ごとに豚原料に豚原料以外が混入しないための作業マニュアルが備え付

けられていること。 

 

 

 

 

写 
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（２）豚原料の出荷に関する事項 

① 豚原料を出荷するごとに豚以外の動物性たん白質等が混入していないことを確

認すること。また、出荷に係る豚原料の数量等を記載した「原料供給管理票」

を、豚原料を運搬する者に持たせること。出荷に際して豚原料を入れる容器は、

豚原料が入っている旨が明示された専用容器を用いること。 

② 豚原料と豚原料以外の動物性たん白質等とが混載されて運搬される場合（甲自

らが豚原料を運搬するときを含む。）には、豚原料以外の動物に由来する血液そ

の他のたん白質が混入しないような専用の蓋をした容器を用いること。 

（３）確認責任者の設置 

  （１）及び（２）に掲げる事項を定期的に確認する「確認責任者」を決め、実

施状況の確認及び記録を行うこと。 

３ 甲は、乙による２の実施状況の確認を受け入れること。また、農林水産省又は独立 

行政法人農林水産消費安全技術センターが必要と認めるときは、その職員の同行を認

めること。 

４ 本契約は、平成２２年４月１日より平成２３年３月３１日までとする。ただし、本

契約満了の３ヵ月前までに、甲乙は乙から別段の意思表示がないときは、本契約を更

に１年間延長するものとし、以後はこの例によること。 

５ 本契約に関して疑義が生じた場合は、甲乙協議の上解決するものとする。 

 

    平成２２年３月２５日 

 

（甲）住 所 神奈川県愛甲郡□□町△△１２３-２９ 

業者名 骨畜食肉センター株式会社 

氏 名 代表取締役 骨 畜 太 郎  

 

（乙）住 所 東京都八王子市○○町２－１     

業者名 農水化製株式会社       

氏 名 代表取締役 油 脂 利 活  

 

骨 

油 
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２ カット場等と化製業者等との契約の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約書              

 

 畜肉ミートセンター株式会社（以下「甲」という。）と農水化製株式会社（以下

「乙」という。）は、事業活動に伴い発生する豚に由来する副産物（以下「豚原料」と

いう。）の引渡し・引受けに関し、以下の事項を確認する。 

１ 乙は、従来からの取引関係を尊重し、豚原料を飼料・肥料の原料として引き受ける

こと。 

２ 甲は、豚原料を乙（乙の委託により豚原料の運搬を行う者を含む。）に引き渡すに

当たって、以下の事項を遵守すること。 

（１）事業所におけると畜処理に関する事項 

① と畜場等から受け入れる豚の枝肉又は枝肉以外の可食部（頭部、足部、骨及び内臓を

いう。以下「枝肉等」という。）は、豚以外のものが付着しないよう保管等管理された

ものであり、豚の枝肉等のみを輸送容器に入れて輸送されたものであること。豚の枝肉

等の輸送容器は、豚の枝肉等の専用容器か、豚の枝肉を輸送する前に洗浄を行い、輸送

容器内に付着した豚以外の血液等を十分に落とすこと。 

 また、カット場等から受け入れるカットされた豚肉等（骨を含む。以下「豚カット肉

等」という。）は、豚カット肉等の工程が全ての段階において壁等で仕切られた施設か

ら製造されたものであり、豚カット肉等のみを専用容器に入れて輸送されたものである

こと。 

② 豚の枝肉等及び豚カット肉等の保管から豚原料が生じるカット等の工程までは、豚以

外の枝肉等及び豚カット肉等を扱う工程と壁で仕切る等、混入防止対策を施した区域

（以下「混入防止区域」という。）を設定すること。 

③ カット等の工程の作業は、豚専用の器具を用いること。 

④ 豚原料を入れる容器は、専用の保管容器に保存するとともに、豚原料以外が混入しな

いよう分別され、保管されていること。 

⑤ 混入防止区域の作業は、豚専用の作業着や靴等を着用した作業員が行うこと。豚以外

の家畜等を処理する作業員は、混入防止区域に立ち入らないこと。 

⑥ 事業所ごとに豚原料に豚原料以外が混入しないための作業マニュアルが備え付けられ

ていること。 

写 
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  （２）豚原料の出荷に関する事項 

① 豚原料を出荷するごとに豚以外の動物性たん白質等が混入していないことを確

認すること。また、出荷に係る豚原料の数量等を記載した「原料供給管理票」

を、豚原料を運搬する者に持たせること。出荷に際して豚原料を入れる容器は、

豚原料が入っている旨が明示された専用容器を用いること。 

② 豚原料と豚原料以外の動物性たん白質等とが混載されて運搬される場合（甲自

らが豚原料を運搬するときを含む。）には、豚原料以外の動物に由来する血液そ

の他のたん白質が混入しないような専用の蓋をした容器を用いること。 

（３）確認責任者の設置 

  （１）及び（２）に掲げる事項を定期的に確認する「確認責任者」を決め、実

施状況の確認及び記録を行うこと。 

３ 甲は、乙による２の実施状況の確認を受け入れること。また、農林水産省又は独立 

行政法人農林水産消費安全技術センターが必要と認めるときは、その職員の同行を認

めること。 

４ 本契約は、平成２２年４月１日より平成２３年３月３１日までとする。ただし、本

契約満了の３ヵ月前までに、甲乙は乙から別段の意思表示がないときは、本契約を更

に１年間延長するものとし、以後はこの例によること。 

５ 本契約に関して疑義が生じた場合は、甲乙協議の上解決するものとする。 

 

    平成２２年３月２５日 

          

（甲）住 所 神奈川県愛甲郡□□町△△１２３-２９ 

業者名 畜肉ミートセンター株式会社 

氏 名 代表取締役 骨 畜 太 郎  

 

（乙）住 所 東京都八王子市○○町２－１     

業者名 農水化製株式会社       

氏 名 代表取締役 油 脂 利 活  

 

 

 

 

 

 

油 

畜

ik

u  
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３ 豚分別契約を既に締結しているが契約書に自動更新条項の記載がない場合の追加条項例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豚原料の引渡し・引受けに関する契約書にかかる確認書 

 

 

畜産ミートセンター株式会社（以下「甲」という。）と農水化製株式会社（以下

「乙」という。）は、事業活動に伴い発生する豚原料の引渡し・引受けに関し、平成

２２年３月２５日に締結した契約（以下「本契約」という。）について、契約期間は

以下の通りとする。 

 

１ 本契約の期間は、平成２２年４月１日から１年間とする。 

２ ただし、本契約満了の３カ月前までに、甲乙は乙から別段の意思表示がないと

きは、本契約を更に１年間延長するものとし、以後はこの例によること。 

３ なお、契約内容は、平成２２年３月２５日付けの原料用残さの引渡し・引受け

に関する契約書によること。 

 

 

 

平成３０年４月１日   

 

（甲）住 所 神奈川県愛甲郡□□町△△１２３-２９ 

業者名 畜産ミートセンター株式会社  

氏 名 代表取締役 骨 畜 太 郎  

 

（乙）住 所 東京都八王子市○○町２－１     

業者名 農水化製株式会社       

氏 名 代表取締役 油 脂 利 活  

 

油 

畜

ik

u  

写 
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■豚分別促進費 添付書類（2）原料供給管理票の写し 

 

 

 

原料供給管理票 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

副産物の原料供給業者の

氏名又は名称及び住所  

 

 

 

   

骨畜食肉センター株式会社 

神奈川県愛甲郡□□町△△１２３-２９ 

管理者責任者 

 業務課長 骨畜 三郎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

製造事業場の名称  

及び住所 

 

 

農水化製株式会社 南北工場 

東京都八王子市○○町１－２ 

 

供給する原料の種類  

 

 豚 

 

 

 

 

 

出荷年月日 

 

 令和６年７月１７日 

 

出荷数量 

 

 １００.０００kg 

 

    

  

  (「大臣確認通知」、「肥料等通知」に規定） 

食肉事業者につ

いて記載します。 

化製業者につい

て記載します。 

牛たん白質検査のサン

プルを採取した日の豚

原料の管理票とします。 

写  
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■豚分別促進費 添付書類（3）牛たん白質確認検査結果（写し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

骨畜食肉センター株式会社  

骨 畜 太 郎 殿 

 

 

 牛たん白質確認検査結果 

 

 

貴殿より送付されたサンプルの検査結果については、以下のとおりです。 

 

サンプル 

No 

受付日 

 

検査日 

 

サンプル 

 

牛たん白質 

 

検査方法 

 

 

００１ 

 

 

R6.7.18 

 

 

R6.7.19 

 

 

豚残さ 

 

 

陰 性 

 

 

エライザ法 

 

 

 

 

令和６年８月１日 

 

株式会社 ○○検査サービス  

取引先の化製業者や系列会社ではなく、

第３者の検査機関に検査依頼します。  

 

写  
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 畜産残さ有効利用促進費（牛専門）（以下、｢牛専門促進費｣といいます。）の交付対象となる

食肉事業者は、 

①  適正管理促進費の交付対象者であって、 

②  牛のみを処理※する者（事業場）であり、 

③ 要領で定める一定期間内において牛以外の畜種を処理しない旨の誓約書を提出した者

です。 

※処理とは、脱骨、整形、加工等包丁を使用する行為をいいます。また、牛を処理する事

業場の同一敷地内で、建物、処理ライン等を分離して牛以外の畜種を処理する場合も、

牛専門となりません。 

 

 

 事業期間内に作成された牛以外の畜種を処理しない旨の誓約書の正本を、牛専門促進費申請

書に添付します。畜産残さ有効利用促進のための（牛専門）誓約書の記載内容は 40 ページの例

を参考にしてください。 

 

１  誓約日 

 誓約日が、令和６年 5 月１日以降であることを確認してください。 

 誓約日以降に処理された枝肉及び分割枝肉が、この促進費の交付対象となります。 

 

２  誓約に関わる事業実施期間について 

 牛専門促進費を申請する事業者は、誓約書作成日から事業実施期間内は確実に牛のみを

扱うこととし、かつ、少なくとも誓約日から１年間は牛のみを扱うこととします。 

 従って、令和６年 5 月１日に誓約した場合は令和７年４月３０日まで、5 月１日より後

に誓約した場合は誓約日から１年間まで、申請事業者の事業場で牛以外の畜種を取り扱う

ことができません。 

 

誓約期間内に牛以外の畜種を取り扱った場合は、 

交付された牛専門促進費を全額返還して頂きます。 

 

  

 Ⅲ 畜産残さ有効利用促進費（牛専門） 牛枝肉１頭当たり１５０円 

■  交付申請できる食肉事業者  

■  畜産残さ有効利用促進のための（牛専門）誓約書について  
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 牛専門促進費は、誓約日以降に適正管理促進費の交付対象となった枝肉確認票（分割票）の枚

数（実績）に応じて交付されます。 

 牛専門促進費の交付を受けようとする食肉事業者は、副産物協会から交付事務の委託を受け

た促進費交付団体（22～23 ページ参照）に、適正管理促進費の交付申請と併せて申請します。 
 

 

牛専門促進費の交付申請書の様式は、47 ページの「畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき

柱適正管理等推進事業）畜産残さ有効利用促進費（牛専門）交付申請書」をご利用ください。 

 

 

１  畜産残さ有効利用促進のための（牛専門）の誓約をした日 

誓約書に記載された年月日を記入します。 

２  分割票の枚数 

 適正管理促進費の交付対象となった分割票のうち、牛せき柱を処分した日が誓約日以降

の分割票のみが有効となりますので、その枚数を記入してください。 

３  牛専門促進費の額 

２の｢分割票の枚数｣に25円を乗じて得られた値を記入します。 
 

４  振込先金融機関名等 

 牛専門促進費交付に当たって振込先の申請者金融機関名等を正確に記入してください。

金融機関名、支店名、口座名義にはフリガナを付けてください。 

 
 

（１）適正管理促進費交付申請書（写） 

 適正管理促進費交付申請書のコピーを添付してください。 

（２）畜産残さ有効利用促進のための（牛専門）誓約書（正本） 

 誓約書は正本を添付します。上期に提出した場合、下期の提出は不要です。 

 
 
 牛専門促進費の申請書は、提出先の交付事務委託団体で検証・確認し、副産物協会へ報告され

ます。当協会はその報告に基づき、適正を確認したうえで申請者に牛専門促進費を交付いたし

ます。 

 牛専門促進費は適正管理促進費と合算して振込みますので、内訳は申請者がそれぞれ申請書

のコピーを取り、保管のうえ交付日に確認してください。 

■  牛専門促進費の交付申請書の提出について  

■  牛専門促進費の交付申請書様式について  

■  交付申請書の記入方法 (39ページ記入例参照) 

■  交付申請書に添付する書類 

■  牛専門促進費の交付について 
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■畜産残さ有効利用促進費（牛専門）交付申請書の記入例 

 

令和６年１０月１日 

 

令和６年度畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業） 

畜産残さ有効利用促進費(牛専門)交付申請書 

 

一般社団法人  日本畜産副産物協会 

会  長      德  田  昌  彦   殿  

 

住 所 東京都千代田区霞が関１－２－１ 

農林食肉センター株式会社霞ヶ関工場 

氏 名 農 林 太 郎          

  

畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業）について、下

記のとおり実施したので、畜産残さ有効利用促進費(牛専門) ９６,５５０ 円を交

付されたく、畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業）実

施要領第３の４の（３）のウの規定に基づき、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 畜産残さ有効利用促進のための（牛専門）の誓約をした日 

令和６年５月１日 

 

２ 適正管理促進費申請書に記載した分割票の枚数のうち、１の誓約した日以降に 

 せき柱を処理した牛枝肉に係わる分割票の枚数  

                               ３,８６２ 枚 

３ 牛専門促進費の額 

       分割票   ３,８６２ 枚×２５円/枚    ９６,５５０ 円 

 

４ 振込先   
フ リ ガ ナ
金融機関名：

ニクマル
肉 丸 銀 行  

フリガナ
支店名：

カスミガセキ
霞 ヶ 関 支 店 

  口座種類： 普通・当座・(   ) 口座番号：０１４２９２９ 

  
フ リ ガ ナ
口座名義： 

ノウリンシヨクニクセンター（カ
農林食肉センター株式会社 

 

５ 添付書類 

（１）適正管理促進費交付申請書の写し       １ 部 

（２）畜産残さ有効利用促進のための（牛専門）誓約書      １ 部 

 

事業所の所在地 
事業所名 
代表者名 を記載 

申請金額を記入 

適正管理促進費

と同じ口座を記

入します。 

変更になっています。 
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■牛専門促進費 添付書類（2）牛専門誓約書の正本 
 

 

 
令和６年度畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業） 

畜産残さ有効利用促進のための（牛専門）誓約書 
 

 

 

 

農林食肉センター株式会社は、要綱及び要領に基づき、誓約日

から少なくとも 1年間、牛以外の畜種を処理しないことを誓約いた

します。 

なお、この誓約書に反して牛以外の畜種を処理した場合は､交

付された畜産残さ有効利用促進費（牛専門）を全額返還いたしま

す。 

 

 

一般社団法人 日本畜産副産物協会会長 殿 

 

 

令和６年５月１日 

 

          農林食肉センター株式会社 

          代表取締役 農 林 太 郎 

          東京都千代田区霞が関１－２－１ 

申請者の事業所名を記載します。 

農 

事業所名 
代表者名 
事業所所在地を記載し、 
代表者印を押印します。 

この日から 1年間は牛以外の畜種を

加工することはできません。 
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■  提出書類を今一度チェック  ☑  

Ⅰ 牛せき柱適正管理促進費    

□ 適正管理促進費交付申請書(正本)･･･････････ P5～6(様式 P43～44) 

□ 牛せき柱分別契約書(写)･･･････････････････ P7～10     

□ 牛せき柱管理ファイル････････････････････ P11   

□ 牛せき柱適正管理チェックリスト(正本)･････ P12 

□ 行動規範････････････････････････････････ P14～15 

□ 枝肉確認票、分割票台帳･･････････････････ P16～17 

□ 適正管理研修実施報告書(５年度交付対象者は不要) 

（牛せき柱を産業廃棄物として処理した場合） 

□ マニフェストD票(写) P18、または 牛せき柱焼却報告書(正本)および焼却設備設置状況報告書(正本) 

または □ 電子マニフェスト受渡確認票 P19、照会結果一覧表 P20、磁気媒体のいずれか 

（牛せき柱を一般廃棄物として処理した場合）□ 手数料の領収書 、または 焼却報告書(正本) 

□ 環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシ－ト･･･････ P21 
 

Ⅱ 豚分別促進費 

□ 豚分別促進費交付申請書(正本)･･･P29(様式 P45)  □ 牛たん白質確認検査結果(写)･･･P36 

□ 豚分別供給契約書(写)･･･････････P30～34     □ 適正管理促進費交付申請書(写) 

□ 原料供給管理票(写) ････････････P35     □ 牛せき柱管理ファイル(写)･････P11 
 

Ⅲ  牛専門促進費 

□ 牛専門促進費交付申請書(正本)･･･P39(様式 P47) 

□ 適正管理促進費交付申請書(写)   

□ 牛専門誓約書(正本) ････････････P40 

■  促進費交付申請書の提出先  

 Ⅰ 牛せき柱適正管理促進費              交付事務委託団体へ提出してください 

 Ⅲ 畜産残さ有効利用促進費（牛専門）     （22､23 ページのリスト参照) 

 Ⅱ 畜産残さ有効利用促進費（豚分別） ･･･(一社)日本畜産副産物協会へ  
 一般社団法人 日本畜産副産物協会   

 〒101-0032 東京都千代田区岩本町２-１-３ 和光ビル３階 

※宛名面に「豚分別促進費申請書在中」と表記してください。 

■  牛せき柱適正管理等推進事業に関する問合せ先  

・一般社団法人  日本畜産副産物協会  

 TEL:  03-5846-9729 

 FAX:  03-5846-9710 

 URL:   ht tps : / /www. j lba .or . j p / sek ichu/  
・独立行政法人  農畜産業振興機構  畜産振興部  畜産流通課  

 TEL:  03-3583-4874 

 URL:  ht t ps : / /www.a l i c .go . j p / 
・農林水産省  畜産局  食肉鶏卵課  畜産副産物班  

 TEL:  03-3502-5991 

 URL:  https://www.maff.go.jp/ 
・公益財団法人  日本産業廃棄物処理振興センターJWNET  

 電子マニフェストシステムサポートセンター  

 TEL:  0800-800-9023 (フリ－アクセス )、03-5275-7023 

 FAX: 03-5275-7112 

 URL:  h t t ps : / / w w w . j w n e t . o r . j p /  

https://www.jwnet.or.jp/
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令和  年  月  日 

 

令和６年度畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業）  

牛せき柱適正管理促進費交付申請書 

 

一般社団法人  日本畜産副産物協会 

会  長      德  田  昌  彦   殿  

 

住 所 

 

氏 名                    

 

畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業）につい

て、下記のとおり実施したので、牛せき柱適正管理促進費      円を交

付されたく、畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事

業）実施要領第３の４の（１）のエの規定に基づき、関係書類を添えて申請

します。  

 

記 

 

１ 牛せき柱分別契約を締結した日（履行日） 

    年  月  日（    年  月  日） 

 

２ 令和５年度牛せき柱適正管理促進費交付対象者かどうか 

対象者     対象者でない 

 

３ 分割票の枚数                         枚 

 

４ 牛せき柱適正管理促進費の額 

 分割票       枚×２５円 /枚           円 

 

５ 牛せき柱の重量                                 kg 

（分割票１枚当たりの牛せき柱の重量     kg ） 

６ 振込先   
フ リ ガ ナ

金融機関名：           
フリガナ

支店名： 

  口座種類：普通・当座・(   )  口座番号： 

  
フ リ ガ ナ

口座名義：                  
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７ 添付書類 

（１）牛せき柱分別契約書の写し     部 

（２）牛せき柱管理ファイル（  月  日～  月  日分） 枚 

（３）牛せき柱適正管理チェックリスト     枚 

（４）行動規範等       部 

（５）枝肉確認票       枚 

      分割票整理台帳（分割票      枚分）         枚 

（６）牛せき柱を適正処理したことを証する書類 

             枚 
 (適正処理を証する書面) 

 

（７）適正管理研修実施報告書       部 

      (５年度牛せき柱適正管理促進費交付対象者を除く) 

（８）環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシ－ト    部 
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令和  年  月  日 

 

令和６年度畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業） 

畜産残さ有効利用促進費（豚分別）交付申請書 

 

一般社団法人  日本畜産副産物協会 

会  長      德  田  昌  彦   殿  

 

住 所 

 

氏 名                     

 

畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業）について、下記

のとおり実施したので、畜産残さ有効利用促進費 (豚分別 )      円を交

付されたく、畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業）実

施要領第３の４の（２）のウの規定に基づき、関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 豚分別供給契約を締結した日（履行日） 

  年  月  日（     年  月  日） 化製業者名： 

 

２ 適正管理促進費申請書に記載した分割票の枚数のうち、１の契約を締結した 

 日以降にせき柱を処理した牛枝肉に係わる分割票の枚数  

                              枚 

３ 年間豚枝肉処理頭数（直近３年間の平均実績頭数） 

            頭 

４ 豚分別促進費の額 

        分割票       枚×５０円/枚           円 

５ 振込先 
フ リ ガ ナ

金融機関名：         
フリガナ

支店名：  

  口座種類：普通・当座・(   ) 口座番号： 

  
フ リ ガ ナ

口座名義： 

６ 添付書類 

（１）豚分別供給契約書の写し   部 

（２）原料供給管理票の写し   部 

（３）牛たん白質確認検査結果の写し  部  担当者：         

（４）適正管理促進費交付申請書の写し  部   TEL          

（５）牛せき柱管理ファイルの写し  枚 FAX          
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令和  年  月  日 

 

令和６年度畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業） 

畜産残さ有効利用促進費(牛専門)交付申請書 

 

一般社団法人  日本畜産副産物協会  

会  長      德  田  昌  彦   殿  

 

住 所 

 

氏 名                     

 

畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進事業）について、

下記のとおり実施したので、畜産残さ有効利用促進費(牛専門)       

円を交付されたく、畜産副産物適正処分等推進事業（牛せき柱適正管理等推進

事業）実施要領第３の４の（３）のウの規定に基づき、関係書類を添えて申請

します。 

 

記 

 

１ 畜産残さ有効利用促進のための（牛専門）の誓約をした日 

令和  年  月  日 

 

２ 適正管理促進費申請書に記載した分割票の枚数のうち、１の誓約した日以降に 

 せき柱を処理した牛枝肉に係わる分割票の枚数  

                             枚 

３ 牛専門促進費の額 

     分割票       枚×２５円/枚         円 

４ 振込先 
フ リ ガ ナ

金融機関名：       
フリガナ

支店名： 

  口座種類：普通・当座・(   )  口座番号： 

  
フ リ ガ ナ

口座名義： 

５ 添付書類 

（１）適正管理促進費交付申請書の写し      部 

（２）畜産残さ有効利用促進のための（牛専門）誓約書の正本   部 


